
※イベント等は、新型コロナウイルス感染症の状況により、変更・中止となる場合があります。

情報しっとく日和
知って得する暮らしの情報を紹介します。

気になる情報を見つけたら、アクションをおこしましょう。

日時　　　場所　　　料金　　　問い合わせ　　　申し込み問

新しい年！保険の見直ししませんか？新しい年！保険の見直ししませんか？

今、必要な保障を改めて考えてみませんか？
保険に関する疑問質問・お見直しなど…
お気軽にご相談ください。

保険募集代理店　株式会社オールワンエージェント

住所：笠間市住吉1567-39
T EL：0296-71-9050

昔入った保険も、新しく入る保険も、時代やご自身のニーズに合った内容の保険が必要です。
昨年は、「外貨建て」や「変額保険」など、資産運用タイプの保険に注目が集まっていました。
「ガン」や「３大疾病」の新しい保険も次々と生まれ、
久しぶりに「円建ての積立型商品」も登場しました。
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1月の納税等
納期限：1月31日（火）
●市県民税（4期）
●国民健康保険税（7期）
●後期高齢者医療保険料（7期）

※納期限を過ぎると延滞金が加算されます。早めの納付を
お願いします。

※納付は、簡単で便利な口座振替を。
※口座振替で納付の方は預金残高の確認を。

子育て 講演 相談 お知らせイベント展覧会募集教育 スポーツ

　高齢者の方が安心して暮らせるよう、行政情報のほか生活に役立つサービス情報を掲載した情報誌を作成しています。
　情報誌は、（株）サイネックスと共同で発行しますので、笠間市章入りの身分証明書を携帯した担当者が広告募集の営業
活動を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。

地域包括支援センター　TEL.0296-78-5871

「高齢者生活サポートブック」広告主を募集

　令和５年10月１日を基準として実施する「令和５年住
宅・土地統計調査」を円滑かつ正確に実施するための「単
位区設定調査」（事前調査）を全国一斉に実施します。事前
調査は、外観等からの目視により、住宅等の位置を示した

「単位区設定図」を作成する調査です。調査票等の個別配
布はありません。調査期間中は、茨城県知事から任命され
た調査員が調査区内を巡回し、住戸の数・所在等を確認し
ます。また、確認中に疑義が生じた場合は、お住まいの皆
さんに伺うことがありますので、ご理解とご協力をお願い
します。
調査期間　１月中旬～２月中旬
調 査 区　笠間市全域

企画政策課（内線556）

令和５年住宅・土地統計調査に係る
「単位区設定調査」を実施します

☆かたり調査にご注意ください☆
　統計調査員と偽り詐欺等を行う者に十分注意してく
ださい。統計調査において、金銭の要求は絶対ありま
せん。今回の調査において、調査票等の配布を行うこ
とはありません。

　市内の歴史・文化財・史跡を題材とした歴史フォーラム
で、各分野の有識者の方々より講演をいただきます。第８
回は、中世の石塔をテーマとした講演を予定しています。
皆さんのご参加をお待ちしています。

２月19日（日）　午後１時～４時
問 笠間公民館（笠間市石井2068-１）
内容・講演①「岩間不動院の五輪塔をめぐって―八田知家

とその忠臣の物語―」高橋修氏（茨城大学人文社会
科学部教授）

・講演②「岩間上郷の石塔と考古遺物」比
ひけ

毛君男氏
（上高津貝塚ふるさと歴史の広場学芸員）

・報告「令和３年度笠間城跡保存整備調査について」
額賀大輔氏（笠間市教育委員会）

申込方法　いばらき電子申請・届出サービス
（右の二次元コード）または電話、
FAX（0296-71-3220）、メール

申込期限　２月15日（水）
※入場無料

・ 生涯学習課（内線381）

第８回笠間歴史フォーラム
「石塔が語る中世−宍戸荘岩間上郷からの
アプローチ−」を開催します



年金相談や年金請求などの
お手続きが無料でできます。

日本年金機構から委託を受け全国社会保険労務士会連合会が運営しています。

受付時間：月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　　　　 8時30分～17時15分まで　※月曜日19時まで
　　　　 お電話による年金相談は受け付けておりません。

水戸市南町3-4-10　水戸ＦＦセンタービル１階
電話：029（231）6541
水戸駅北口から徒歩15分：「南町３丁目」バス停下車
駐車場は南町３丁目パーキングをご利用ください。

予約受付専用電話　0570-05-4890（ナビダイヤル）　
街角の年金相談センター水戸
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　原子力と放射線の基礎知識の普及・啓発を目的として、
講義を行う専門家を派遣します。
　実施日時や会場等については、打合せの上で決定します。
　自治会での勉強会や、会社の研修等でご活用ください。
講義内容

　・原子力と放射線の基礎知識
　・放射線の健康への影響や原子力災害時の対処法　など
実施時期　３月23日（木）まで
実施時間　120分程度（調整可）
実施人数　原則20名以上（調整可）

無料
申込書に必要事項を記入の上、ファッ
クスまたはメールでお申し込みくださ
い（申込書は原子力科学館ホームペー
ジからダウンロードできます）。
（公社）茨城原子力協議会　TEL.029-282-3111

　　FAX.029-283-0526　メール sato@ibagen.or.jp

　「～ライフステージに応じた支援のために～地域で支え
る特別な支援が必要な子どもたち」をテーマに、講演会「み
んなで見つける成長の芽」を開催します。
　発達障害のお子さんとその家族を支えていくために、私
たちができること、すべきことについて、日本版知能検査
の第一人者の大

だいろく

六一
ひとし

志先生にお話しいただきます。
３月５日（日）　　開場 午後１時30分　開演 午後２時

問 友部公民館（笠間市中央３-３-６）
定員　先着240名　※入場無料

市ホームページ「こども育成支援センター」と検索ま
たは、下の二次元コードから申し込んでください。
※新型コロナウイルス感染状況により、中止または延

期になることがあります。
こども育成支援センター

  　TEL.0296-73-4721

こども育成支援センター講演会を
開催します

会場参加申し込み 期間限定配信
申し込み

※後日視聴希望の
方はこちら

原子力科学館
ホームページ

「原子力と放射線の基礎知識の普及・
啓発講座」専門家派遣受入れ募集

　県内のコレクター・照沼毅
きよう

陽氏より茨城県近代美術館に
寄贈された作品を中心に、戦後の日本版画の魅力を紹介し
ます。

２月５日（日）まで　
休館日　月曜日　※ただし１月９日（月・祝）は開館
　　　　　　　　　翌１月10日（火）は休館

午前９時30分から午後５時まで
　　（入場は午後４時30分まで）

一般610（490）円、満70歳以上300（240）円、
　  高大生370（320）円、小中生240（180）円

※（　）内は20名以上の団体料金　　
※土曜日は高校生以下無料
※障害者手帳・指定難病特定医療費受給者証等をご持

参の方は無料
※１月21日（土）は満70才以上の方は入場無料

　WEB予約をおすすめします。
県近代美術館ホームページで「日時指定WEB整理券」
（無料）を取得された方が優先入場となります。

茨城県近代美術館　TEL.029-243-5111

企画展「戦後日本版画の展開―
　　　　照沼コレクションを中心に」

清宮質文《早春の静物》
1977年　茨城県近代美術館蔵

 県近代美術館
ホームページ
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畳表替え
襖張替え
障子張替え（大）
アミ戸張替え（大）

……4,500円～
……3,200円～
…2,300円　
…2,500円　

◎オーダーカーテンもやってます

（
税
込
）

皆様のおかげで12周年を
迎えることが出来ました。
これを記念しまして

セールを開催します
全品10％OFF全品10％OFF
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第２日曜日

天狗の郷
バザール
de
いわま

２月12日（日）

　　午前９時～午後３時

問 地域交流センターいわま「あたご」

根本（TEL.090-3009-7883）

２月26日（日）　午前９時～午後１時

問 地域交流センターともべ「トモア」まちの広場

佐藤（TEL.090-3245-0880）

　令和２年９月に茨城県内で初めて、森林病害虫のカシノナガキクイムシ（略称：カシナガ）によるコナラの枯死（通称：

ナラ枯れ）が確認されました。

　「ナラ枯れ」被害木の情報提供にご協力をお願いします！

１ なぜ樹木が枯れるのか
　カシナガは病原菌である「ナラ菌」を伝

でんぱ
播します。

　多数のカシナガに加害された樹木は、ナラ菌の作用により、辺材部（外側に近い部分）の通水機能を失い、紅葉前の７～
８月頃に急速に葉の色が赤褐色に変色し、立ったまま枯死します。

２ 被害木の処理について
　カシナガの被害木を放置したり、伐り倒したままにしておくと、カシナガが増殖し、
分散して、被害が拡大します。
　被害木はカシナガの羽化脱出前の４月までに伐倒し、焼却または切株も含めた薬剤に

よるくん蒸処理などを行う必要があります。
　なお、被害木周辺の健全木に対しても、カシナガの侵入を防ぐための予防措置を行う
ことが大切です。

※写真提供：森林総合研究所／茨城県林業課

ナラやカシ類の根元に粉状の木くずが多量に吹き出ているのを見つけた場合は、
農政課（内線530）にご連絡ください。

カシナガの穿入孔とフラス ナラ枯れ発生のメカニズム

カシナガの成虫

友部駅前フリーマーケット
第４日曜日



創業98年 トータルリフォーム

ふるさと納税返礼品提供しています

嶋 田 畳 店
嶋　田　和　也

ふすま・障子・クロス・カーテン・網戸・ハウスクリーニング

全国畳産業振興会認定 
畳ドクター

〒309-1724　
茨城県笠間市大古山72 TEL 0296-77-3091

畳制作一級畳技能士
職 業 訓 練 指 導 員
品 質 管 理 責 任 者
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●問　本所保険年金課（内線141）
　　笠間支所市民窓口課（内線72124）
　　岩間支所市民窓口課（内線73182）

～新成人の皆さんへ～　20歳になったら国民年金

　20歳以上60歳未満の日本国内にお住まいの方は、国民年金に加入することが義務付けられています。

　国民年金は、年を取ったときやいざというときの生活を、現役世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。

国民年金には、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金があります。

◎将来の大きな支えになります

⃝国が運営するため、安定していて、年金の給付は生涯
にわたって保障されます。

⃝老後だけでなく、病気やケガで障害が残ったときや、
家族の働き手が亡くなったときにも年金を受給できま
す。

～国民年金保険料の納付が困難なとき～
　未納のまま放置すると、年金を受給できない場合があり
ます。
　保険料の納付が困難なときは、申請により保険料が免除・
猶予となる制度がありますのでご相談ください。
★学生納付特例制度

　学生は、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保
険料の納付が猶予されます。※該当しない学校も一部あ
ります。
　手続きには、学生証のコピーまたは在学証明書が必要
です。

★保険料免除制度

　本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合
や失業した場合などに、国民年金保険料の納付が免除さ
れます。

★納付猶予制度

　50歳未満の方で、本人および配偶者の所得が一定額
以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予されます。

【申請方法】

　20歳の誕生日を迎えると、日本年金機構から国民年金
保険料の納付書が送付されます。
　納付書に同封された免除申請書を記入し、ご提出くださ
い。

【提出先】

　市役所または水戸南年金事務所
マイナポータルを利用した電子申請は

24時間受付が可能です。

※詳しくは水戸南年金事務所　029－227－3278（音声案
内が流れます）または、日本年金機構ホームページでご
確認ください。

特設無料人権相談

２月７日（火）　午前10時～午後３時
問 市民センターいわま

水戸地方法務局
　　（TEL.029-227-9919）

くらしの相談

行政書士無料相談会

２月15日（水）　午後１時～４時
問 市役所本所

茨城県行政書士会
　　（TEL.029-305-3731）

行政相談

２月７日（火）　午後１時～３時
問 市民センターいわま

秘書課（内線225）

 ◎保険料は所得控除対象となります 
⃝国民年金保険料は月額16,590円（令和４年度）です。 
⃝現金納付・口座振替・クレジットカード納付・電子納

付ができ、納めた保険料は全額社会保険料控除の対象
となります。

マイナポータルサイト
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□住所 / 笠間市鯉淵6528-75　□営業時間 / AM9:00～PM5:45 ※2022年１月撮影

住まいに関する事、
お気軽に

ご相談ください。

　

土地情報多数あります。
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　医療福祉費支給制度（マル福）は、医療保険各法に規定される一部負担金を公費で助成する制度です。医療にかかる負担

を軽減することで、受診しやすい環境を整え、健康の保持や生活の安定を図ることを目的としています。

　この制度を新規で利用するには、定められた所得以下であることに加え、申請手続きが必要となります。

※妊産婦マル福を利用できるのは原則、産婦人科医療機関のみになります。妊娠に合併した疾病で、他診療科等の検査・診断・治療
を要する場合は、原則として産婦人科医療機関から紹介がある場合が対象となります。

◦現在マル福を受給されている方は氏名・住所・保険証・口座の変更や障害手帳の更新等がない限り新たに申請する必要はありません。

マル福
の種類

対象者 申請に必要なもの
助成額

茨城県補助対象助成額 笠間市単独助成額

小　児
０歳から18歳まで

（18歳到達後最初の年度末まで）

・保険証
・口座番号がわかるもの
・マイナンバーがわかる

もの（マイナンバーカ
ード、通知カード等）

・医療保険各法に規定さ
れる一部負担金から医
療福祉費自己負担金を
除いた額

※医療福祉費自己負担金
とは

　１医療機関ごとに
　　・外来 １日 600円
　　　（１ヶ月２日限度）
　　・入院 １日 300円
　　　（１ヶ月10日限度）

・医療福祉費自己負担金
　（外来・入院）

・入院時食事負担金

※中学生から18歳までは
自己負担金および入院
時食事負担金の助成は
ありません。

妊産婦
（※）

母子手帳を交付された
妊産婦

・母子手帳
・保険証
・口座番号がわかるもの
・マイナンバーがわかる

もの（マイナンバーカ
ード、通知カード等）

母子
・

父子

母子家庭の母子
父子家庭の父子

・戸籍謄本
・保険証
・口座番号がわかるもの
・マイナンバーがわかる

もの（マイナンバーカ
ード、通知カード等）

・医療福祉費自己負担金
　（外来・入院）

・入院時食事負担金の
　１／２

重　度
障害者

身体障害者手帳１・２
級に該当する者

・障害を証するもの
　（身体障害者手帳、療

育手帳、特別児童扶養
手当証書、障害年金証
書、精神障害者保健福
祉手帳等）

・保険証

・口座番号がわかるもの

・マイナンバーがわかる
もの（マイナンバーカ
ード、通知カード等）

・医療保険各法に規定さ
れる一部負担金

・入院時食事負担金の
　１／２

身体障害者手帳３級の
内部障害に該当する者

療育手帳Ⓐ判定を受け
た者

療育手帳Ａ判定を受け
た者

特別児童手当１級対象
者

障害年金１級受給者

精神障害者保健福祉手
帳１級に該当する者

医療福祉費支給制度（マル福）をご存知ですか

●問・●申　本所 保険年金課（内線143）　笠間支所 市民窓口課（内線72124）　岩間支所 市民窓口課（内線73182）
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この枠に広告を掲載してみませんか？

【問合せ】笠間市役所 秘書課 TEL.0296-77-1101

市民に的を絞った効果的な
周知が期待できます

小サイズ（45㎜× 85㎜）10,470円／月
大サイズ（45㎜×170㎜）20,950円／月

掲載料金 27,000部発行　広報かさま

詳細はこちら▶

※消費税10％の場合の料金です。

水道メーター検針スタッフ募集
笠間市より水道検針業務を受託している会社なので
安心して働けます♪
笠間市内の担当地域の業務終了次第、
帰宅可能です♪
奇数月の７日間程度の勤務です。
詳しくは下記までご連絡ください。

第一環境株式会社　笠間事務所　担当：小松・所
（笠間市上下水道お客さまセンター）
住所：笠間市矢野下750　電話：0296-87-2231

【問い合わせ】

はじめての方
大歓迎♪
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エコフロンティアかさま監視委員会 

　市内４か所で搬入車両の監視を行
い、各班から結果報告を受けました。
第１班　「エコフロンティアかさま」
　　　　入口（問題なし）
第２班　「才木交差点」角
　　　　（問題なし）
第３班　「芸術の森公園入口」交差点
　　　　（問題なし）
第４班　「施設内」（問題なし）

・今回の監視活動において、搬入事業
者に義務付けているステッカーの未
標示車両、および市内通行禁止区域
を通行しエコフロンティアかさまに
搬入した車両はありませんでした。 資源循環課（内線129）問・申

委員による現地監視
　搬入事業者に対しては、注意事項を記載し
たリーフレットの配布などの活動を継続して
行い、今後も適正な搬入を指導していきます。
※搬入に関する注意事項及び市内通行禁止区
域については、エコフロンティアかさまの
ホームページで確認できます。

事業団からの報告

日時　１月26日（木）午後２時～
場所　エコフロンティアかさま管理棟２階
　　　多目的会議室（笠間市福田165-1）
内容　⑴前回会議録確認
　　　⑵監視活動・意見交換等
　　　⑶今後の監視活動計画（案）
傍聴申込期限　１月26日（木）午前９時まで

今月の委員会開催について
　　　　　　　　　　　　　　※書面開催の場合有

実施日：11月24日

　　　

「エコフロンティアかさま」入口

前回に引き続き、相続に関連する話について例を挙げて説明します。
例えば、あなたの配偶者がすでに亡くなっていて、子どもが２人（Aさん、Bさん）いたとします。あなたの預貯金

が300万円、持ち家が評価額700万円だとしたら、合計で1,000万円相当の遺産額となります。遺言がなく、法定相続
であれば２人の子どもに２分の１ずつ等しく相続されますので、２人に500万円ずつ相続されます。場合によっては、
自宅を売却しなければなりません。

しかし、Aさんが長年、あなたの家に同居していて、今後も住み続けることを希望した場合、「自宅はAに、預貯金
はBに譲る」といった遺言があれば、Aさんはそのまま、自宅を相続して住み続けることができます。

これが、遺言の効果です。
ちなみにBさんには、遺留分といって、遺言にかかわらず最低限の相続分をもらう権利がありますが、上記の例の

場合、遺留分は250万円ですので、預貯金を相続するだけで、十分、遺留分は満たせることになります。
障がいのある子に多く相続させたい場合や、相続人が兄弟しかいないがお世話になった甥っ子や姪っ子に相続させ

たい場合、相続権のない人（長男の嫁や内縁の妻など）にも遺産を残したい場合、福祉団体や自然保護団体に寄付し
たいといった場合も遺言が必要です。

自分の家族関係やこれまでの生活状況をよく考えて、誰に何を残せばいいのか、今のうちからぜひ考えてみてはど
うでしょうか。

次回はその遺言の種類について、紹介します。

遺言１

人生100年時代の

「今のうち」の話

●問　地域包括支援センター　TEL.0296-78-5871


